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令和７・８年度 第２回高崎市公民館運営審議会 議事録

議事

１ 佐野公民館の取り組みについて

会⾧： 今回は２回目の審議会ということで、実際に地区公民館の職員から取り組み

についてお話を伺う機会としました。本日は、佐野公民館主事から佐野公民館

の取り組みについてご紹介いただきます。また、佐野公民館館⾧にもご出席い

ただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

特に佐野公民館では、公民館運営審議会の提言でも触れています居場所づく

りや地域人材の活用といった部分を意識した事業も行われておりますので、そ

ういった意味からも今日の事例発表をお願いしたと同時に、特に皆様におかれ

ましては、提言にも触れられているというところを確認していただきたいと思

います。

まず、始めに佐野公民館館⾧よりご挨拶をいただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

佐野公民館館⾧： 皆さんこんにちは。私は今年の７月からこの公民館の館⾧を仰せつ

かっております。前任者が都合で退任したため、それまでは中央公民館⾧が兼

任という形でしたが、急遽７月からということで、ちょうど今日で４か月ほど

この公民館で勤務しております。

皆さんぱっと見ていただいて、特殊な形の公民館だなとわかるかと思います。

この内装なども、音楽センターかと思うようなものです。高い天井ですね。ここ

以外も色々と、おやっと思う所があるかもしれません。後ほどご案内させていた

だきます。

これから主事に話していただきますが、地域の人材を上手く使って、主催行

事もそうですし、サークル活動もかなり頻繁に行われておりまして、特にパン

作りなどの食べ物系や写真の技術ですとか、パソコン教室ですとか、ほとんど

が佐野地区に住んでいる人達が率先してやってくれたりして、そういう人達が

集まって、地域住民の方や子ども達が集まって、相互作用というのでしょうか、

じゃあこんなのもやってみようか、という形で、どんどん地域づくりに発展し

ていくような取組みがたくさんあります。ご参考にしていただき、ご意見あれ

ば頂戴したいと思います。私からは以上です。
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会⾧： 館⾧、概要を含めたご挨拶、大変ありがとうございます。本日はよろしくお願

いいたします。それでは、これから佐野公民館主事の案内で館内を見せていた

だき、その後、こちらの会場に戻り佐野公民館の取り組みについて説明を聞い

て、最後に質疑応答といった形で意見交換ができればと考えております。委員

の皆様には、そうしたことでご承知おきいただければと思います。

それでは、佐野公民館主事よろしくお願いします。

佐野公民館主事： 本日はどうぞよろしくお願いいたします。「佐野公民館の取り組み

について」という 1 枚両面の資料にも掲載させていただきましたが、今現在皆

様が集っているこの公民館は３７年前、１９８８年、昭和６３年に改築により

開館しております。元々は５６年前の１９６９年、昭和４４年に、本日皆さん

が車でちょうど敷地内に入ってきた辺りに、木造の縦⾧に２階建てで建ってお

りました。駐車場の横の大きな倉庫は、佐野倉庫と呼ばれる市役所の倉庫です。

そして消防団があり、公民館があるという構成で建っています。元々、木造の

公民館の時代から消防団との繋がりが強く、建物と消防団が繋がっておりまし

て、火事があると公民館の管理人がサイレンを鳴らすということも一時期行っ

ておりました。そうした縁もあって、今でも駐車場の敷地は消防団と公民館と

共用で使うということになっています。

皆様、この公民館に入ってお気付きかと思いますが、高崎地域の中ではかな

りデザインが凝った作りになっています。このように天井が高いため、新体操

やキッズダンスのような跳ね上がる活動をするのに良いですねと言っていただ

いています。１、２階が一体化した形で近隣が見えますので、地域と一体感が

あると感じます。かなり屋根が傾斜した形なのですが、お隣の佐野小学校から

見るとより一層屋根の形が引き立ち、デザインが違うということが体感してい

ただけますが、なかなかそうした機会も少ないと思いますので、お帰りの際に

屋根の形も見ていただけたらと思います。そうしたことから、２階はこの１部

屋で、１階に調理実習室、図書室、和室、といった少ない構成ですが、用途に

応じて積極的に活用いただいているところでございます。

では実際に、手短ですが館内をご案内させていただきます。

【館内視察】

会⾧： それでは、引き続いて佐野公民館主事から佐野公民館の取組みについての説明

をお願いします。

佐野公民館主事： 先ほどの案内の中で言葉でしかお伝えできませんでしたが、図書室
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を増築する前の形がこれでございまして、真ん中に立っている男性の左側が扉

になっていて空洞になっています。屋根はありますので、ここを突き出して部

屋を拡張したということです。補足させていただきます。

本日は貴重な時間を割いていただきまして、誠にありがとうございます。そ

れでは、佐野公民館の取り組みについて説明いたします。佐野公民館は、これ

まで地域人材との連携・活用を通じた居場所づくりに取り組んできました。コ

ロナ禍という大きな事象を経て、より一層「居場所としての公民館」に重きを

置いた公民館機能の発揮を意識しています。

佐野公民館が立地する佐野小学校区の概要です。東西に国道１７号線、旧中

山道、JR 線、また南北に上信電鉄と新幹線が走っています。新幹線沿線に謡曲

「鉢の木」で知られる佐野源左衛門常世を祀る常世神社、佐野の舟橋の歌碑、

２０１７年、平成２９年に高崎市の指定史跡となった、上野三碑と所縁が深い

漆山古墳などがあります。

１０町内で構成される佐野小学校区ですが、２０２５年、令和７年９月末現在

で、人口は約１７，６００人、世帯は約８，４００世帯です。佐野公民館と向

かい合う佐野小学校の在籍児童は、５月 1 日現在で９２０人です。

近年の傾向として「こんなところも分譲住宅になったんですね！」と地域の

方が驚嘆するような、思ってもみなかった場所に住宅が立ち並び、小学校区内

の地域住民の皆さんの居住範囲が年々拡張しています。大雨での路面の冠水対

策や、子どもの交通安全の確保といった新たな地域の課題を生んでいる側面も

あると言えます。

また、地域を見る視点を変えると、若年層の勤労世代の転入が多い地域です。

佐野公民館の子育てサロンに来た赤ちゃんを抱っこした母親の声として「高崎

に引っ越してきたが知り合いがいない。なんとなくベビーカーで散歩中に町内

の掲示板で子育てサロンのチラシが目に留まって来てみました」というものが

あり、こうした声は少なからずあります。

人口が多いこと、公民館の対象地域が小学校区ですので地域住民の皆さんとの

距離が近いこと、これらのことから地域人材と出会いや情報収集が期待できま

す。

この環境を活かし佐野公民館として、地域人材との連携を意識して安心して

「つどい、まなび、むすびあえる」公民館の運営をめざしてきました。地域人

材との連携は、この目的達成のための手段の一つと考えております。

個人であれ法人であれ、地域人材が蓄積してきた学びやスキルやノウハウの

成果を、地域住民の皆さんに学びなどの側面から還元するということ。公民館

が地域人材と連携し、還元のための環境を整えるという部分を、両者が手を携

えて行う。結果、公民館で地域住民の皆さんが関わり合い、学びの輪が広がる。
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あるいは、気付かなかった新たな学びが創造される。また、生活課題や地域課

題解決への気づきと原動力が生まれる。地域人材の視点に立てば、自身の資質・

力量の向上、また 1 人の地域住民としての活躍が期待できると考えています。

佐野公民館としての 主だった取り組みの一つが、NPO 法人との連携による

「さの公民館であそびや」です。ポイントはスライドに示すとおりです。

取組みの源流という部分で遡りますが、２０１８年、平成３０年、当時業務

でやり取りがあった高崎市内で全市的に活動する NPO 法人高崎子ども劇場の

事務局⾧さんからの相談でした。

佐野小学校区在住の女性スタッフが２人いるのですが、こんな思いを持って

いるんです。

「地域のなかで子どもと大人が顔見知りになる場所や機会が減っている」

「公民館で昔あそびを通じて顔見知りになれる居場所を創りたい」

私達はその２人のスタッフさんとお会いして、話を聞いてみました。

NPO 法人の活動では、⾧年高崎市全体を対象として規模の大きい子どもの体

験活動にたくさん従事してきたが、佐野小学校区という範囲の活動はまだ無く、

先の思いを具現化したいということでした。

お二人とも地域活動にも積極的で人脈があるので、当時の公民館⾧とも相談し、

佐野公民館でサークル的な形でやってみては、と提案しました。

この年の４月より、お二人は毎月２回、運営者となって夕方４時から１時間半、

「出張あそびや」と名付けた居場所づくりを開始しました。その後、サークル活

動は軌道に乗り、名称を「高崎子ども劇場 佐野あそびや」として、夏休みな

ど⾧期休暇を除く毎月４回、水曜日、夕方４時から１時間その場を設けていま

す。

佐野公民館のスタンスは「佐野あそびや」の周知、また公民館事業への応用・

展開として、子ども劇場と連携し、⾧期休暇の子どもを対象とした事業を実施

してきました。次に、いくつかの事例を紹介しますが「佐野あそびや」の活動

に至るお二人の振り返りとして「子どもの顔触れは毎年変わるが【子ども自身

の気持ちを抑制しない雰囲気づくり】【子どもと大人の人間関係の形成にたくさ

んの時間をかけた】これが成果としてサークル活動という形で根付き、地域の

子どもや保護者に認知され、気軽に行ける現在の居場所づくりに繋がっている

と分析しています。

もちろん、運営の担い手になる大人の確保や、子ども同士のトラブルも尽き

ませんので、解決方法の改善など継続的課題もあることを忘れてはいけない、

ということを仰っています。

その応用・展開という部分で、写真は令和５・６年度事業で小学生の⾧期休

暇中に実施した「みんなが店⾧ あそびのお店屋さんごっこ」という事業の一
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コマです。この事業自体は子ども劇場さんが独自に時間をかけて手掛ける全市

的な大きな子どもの体験活動でしたが、これを公民館バージョンに応用させて

いただき、簡略して２日間で完結する学習プログラムに変えて実施していただ

きました。

初日は手作りゲームを楽しむお店という前提で、あらかじめ 3～4 種類のメニ

ューを我々で用意しておき、これを子ども達に選択してもらい、チームで開店

に必要な準備をしました。2 日目は最終的な開店準備をして、お店屋さんを実際

に開店して、１０時から始めて１１時くらいからオープンして、お客さんに楽

しくゲームで遊んでもらうというものです。お客さんの呼び込みとして、あら

かじめ友だちや家族に声かけしてもらい、当日来てもらいました。

次に、同じく高崎子ども劇場さんと連携した「居場所づくりの対象」を変え

たものです。時間が遡りますが、２０１９年、令和元年７月・８月に「おやこ

であそぼ さのこうみんかんで」という取り組みを行いました。対象は３歳か

ら小学校に上がる前の子どもと保護者です。

夏休みに入った、特に早く休みに入る私立の幼稚園の子ども達と保護者の、

自宅以外の居場所が意外に少ないのではないでしょうか、というスタッフのお

２人との会話がきっかけで、このような親子での体験活動を実施しました。

続いて令和６年度事業ですが「公民館で楽しむおやこじかん」という、対象

を未就学児と保護者に絞った取り組みです。手遊びを基本とした学習プログラ

ムで、親子の居場所づくりの取り組みとなります。

スライド左側は、自宅でやれば保護者のストレスが溜まるような、大量にち

ぎった新聞紙を目いっぱいまき散らしたり、スライド右側では、大きな段ボー

ルで作ったトンネルをくぐったりと、ゆるーく過ごす時間づくりを心掛けまし

た。アンケート結果では、例えば「昨年も参加させていただき、すごく子ども

が楽しそうだったので、今回もとても楽しみにしていました。昨年とはまた異

なる楽しみ方をしていて参加して本当によかったと思いました。」といった感想

もいただきました。後ほど説明しますがこの２つの取り組みは、事情がありま

して現在は実施していません。

話題が変わりますが、個人との繋がり、地域人材の活用の事例です。令和 7

年度に入りまして、７月・８月に２回シリーズで開催した、小学生を対象とし

た「教えてルルとララ」、これは子ども達に人気の児童書ですが「私にもできる

スイーツ作り」と題した講座です。この講座の講師を務めた方は、佐野小２年

生のお子さんのいる方です。また、少し遡りますが２０１８年、平成３０年度

事業に参加されていた方で、以後お子さんの成⾧に合わせる形で当公民館のサ

ークルに参加され、今現在でも頻繁に親子で佐野公民館に足を運んでいただい

ている方の一人です。
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しかしながら、ご本人からも周りの方からもお菓子作りに⾧けているという

情報は全くありませんでした。令和７年度になり、ある日の「佐野あそびや」

で、高崎子ども劇場の佐野校区在住スタッフのお一人と会話している時のこと

です。スタッフの方は、ライフワークとしてお菓子作りや料理作りなど、気の

向くままやりたいことを活動するママ友サークルも運営しているのですが、そ

こにその方も参加していることを知りました。さらに、昨年度市の青年センタ

ーの事業でお菓子作り教室の講師を務めましたよ、パティシエの資格は持って

いないものの、お店で販売できるぐらいのレベルのスイーツを作れる人なんで

すよ、という情報をいただき、私は全く知らなかったので非常にびっくりしま

した。後日、お会いする機会があったときに思い切ってお尋ねしたら、恥ずか

しそうに「そうだ」と答えてくれました。

これを起点として、佐野公民館の目ざす方向をお伝えし、令和 7 年度の小学

校の夏季休暇中に、小学生向けのスイーツ作り講座の講師を務めていただけな

いか交渉しましたところ、快諾していただき、メニューの検討、作業工程、募

集定員、作業時間、会食の時間などをすり合わせていきました。

「青年センター事業は成人向けのため１人でこなせましたが、小学生を対象

とするので大人の目を増やしたい」ということで、先ほど触れたママ友サーク

ルの、同じく佐野小学校５年のお子さんを持つ保護者他にご協力いただく形が

整いました。

この事例に限らず、佐野公民館に来館する地域住民の皆さんとの会話から、地

域人材の情報を得やすい、得ることが多かったという感覚があります。こうし

た部分につきまして、あくまで１つの会話として受け止めるか、有益な情報な

のかの確認、有益であれば適宜保管、活用できるか。この部分は公民館の機能

発揮という点で重要だと考えています。時々その方から試作の洋菓子をいただ

きますが、本当にお店で販売できるレベルです。

まとめに入っていきますが、連携の効果というものを考察します。NPO 法人

との連携した取り組みをご紹介しましたが、地域人材との連携の効果を考察し

ます。

先ほどの説明と一部重複しますが、１つ目の柱は地域人材自身の資質・力量

の向上です。

２つめの柱は、結果として地域住民の皆さんの「サークル活動といった地域

住民の自立した活動」「新たな気づき・学びを創造する」ということです。分解

してみますと、

・公民館で地域住民をつなぐ、地域住民が関わり合う環境が生まれる

・公民館が気軽に行けるところ、何かあるかもしれないところ、という気づき

・公民館での学びを通じて地域課題や生活課題解決への気づきと原動力が生ま
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れる

ということです。

これらの効果が有効に機能することで、居場所としての公民館の存在価値も

高めると考えています。

成果がすぐに可視化するわけではありませんが、高崎子ども劇場のお二人の

スタッフに思うところを聞きましたところ、地域人材という部分において、佐

野公民館と連携した取り組みに関わって、強みと思っていなかった分野で自分

たちの手持ちのコマで充分にできることや、このことが高崎子ども劇場の今後

の活動に活かせるという「気づき」があった。「佐野あそびや」については、今

現在、子どもとスタッフがお互いを認めたうえで、宿題やタブレットはＯＫ。

ただし、自分がしたいことをやっても人に無理強いしない。佐野公民館で大人

は子どもに学び、子どもは子ども同士で学び、当然大人からも学ぶ、そんな時

間を共有できるようになっているではと考えている。と仰っていました。また、

赤の他人のようで他人に思えないような地域の子どもや大人と触れ合うことで、

自分自身がひとり一人の地域住民という部分で活き活き暮らしていけるという

ことを実感できる、とのことです。

終わりに「公民館の設置及び運営に関する基準」第３条では NPO ほか多様な

主体との連携による事業を促しています。同じく第６条の４項では、地域人材

の活用に関する言及があります。いわゆる生涯学習社会を構築するために公民

館の力を総動員した事業力を発揮することは、社会教育に携わる公民館が求め

られる機能だと考えます。こちらはスライド左側の公民館講座的なソフト事業

の領域です。今回取り上げた各種の連携事業はそれに合致したものと考えてい

ますが、令和７年度、高崎子ども劇場さんとの連携事業数は、これまでよりも

少ないです。お互い居場所づくりを意識していたつもりですが、今年は何しよ

うか、何の事業を見える化しようかと、無意識に手段の方を意識するようにな

っていることに気づきました。そこで原点回帰ということで、連携事業の内容

を見直した結果です。

また、こちらの地域に限った話として、ライフスタイルの変化と申しましょ

うか、幼稚園に通うお子さんがいる保護者は⾧期休暇中も子どもを預けて、ご

自身就労する人が増えています。また、出産しても最短の育児休暇期間で就労

復帰する母親も増え、先に紹介したような事業が成立しなくなっているという

事情もあります。

他方、最初に取り上げた「佐野あそびや」は、公民館講座という類ではなく、

公民館が地域の担い手でもある人々に学習情報の提供、相談及び助言、必要な

支援など、地域の学習等の拠点である公民館の本来的に求められる機能の発揮

を意識した結果の成果物だと振り返ります。施設という機能という意味で右側
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を【ハード面】としましたが、可視化しにくいのですが、右側の領域を意識す

ることも重要であると常々考えるところです。すなわち、居場所づくりが公民

館直轄だけではないことを実感しています。

いつの時代も年齢・立場などを問わず気軽に交流できる居場所が地域に必要

とされますが、コロナ禍により大幅に地域住民の皆さんによる交流が減少した

時期がありました。その時期から息苦しさゆえに公民館がより一層心のガス抜

きの場所になったのかなとも感じています。

これまで一貫して説明した通り、地域の安心安全の居場所・寄りどころとして

の公民館の価値を高めていくことが継続的課題であり、課題解決の 1 つの手段

として地域人材との連携をこれからも導入していきたいと思います。

ご清聴いただきありがとうございました。

会⾧： それでは、施設見学から佐野公民館の取り組みについて、主事、さらには館

⾧にご説明いただきました。これに関して皆さんのご意見、ご質問、確認等が

あればお願いします。また、ご感想ですとか関連するお話等でも結構ですので、

意見交換ができればと思いますので、よろしくお願いいたします。

観光ガイドの会選出委員： 私から２点ばかり質問させていただきます。１点目は、こ

の佐野地区を拝見し、人口１７，０００人ということで、高崎市内のトップク

ラスに人口の多い地域で利用者も多いと思いますが、施設がこの会議室と１階

の会議室のみで、他の公民館に比べ小会議室などもないし、定期利用サークル

団体なども使用するのに時間割でかなりご苦労されていると思いますが、その

辺りの施設面のご苦労されている点があるのかどうか、利用しにくいと利用者

が思われるのではないかということです。

もう１点が、先ほどの佐野地区の紹介の中で、佐野地区はたくさんの旧跡が

ある地域ということで、謡曲と伝説の里として歴史ファンが多く訪れる地域かと

思います。そうした歴史資源を活用した講座や講演会、地域住民の方への PR な

どのことが、たまたま令和６年度の内容を拝見した中で無いようですが、そうし

たことを考えられているか、という２点についてお聞きできればと思います。

会⾧： 施設の利用の面で苦労している面がおありでしょうね、ということ。もう１点

が、色々な歴史的な名所旧跡の特徴のある地域ですが、そうしたものを取り上

げた講座についてお聞きできればということですが、何かありましたらお願い

します。

佐野公民館主事： ご質問ありがとうございます。最初に状況をお話しますと、突発的
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な利用を除いて、現在定期利用団体として登録しているのが１９団体です。人

口に対して少ないと思われるでしょうが、佐野校区の地理的要因、国道による

分断や、１０地区全てに町内公民館があり、かつ、校区を超えたエリアで利用

される佐野⾧寿センターもあり、地域住民の皆さんの集う拠点がうまい具合に

分散した結果、佐野公民館が中心とならなくても機能が分散して、その分、人

も分散していて、他の公民館が困っているような貸館の予約争いも起こってい

ないという現状で、大きなトラブルなく幸いにして回せている状況です。

２つ目としまして、中央公民館でもご活躍の歴史の大家の先生がおり、令和

５・６年度は全く実施しておりませんが、上野三碑の佐野屯倉に光を当てよう

と漆山古墳に因んだ内容や、定家神社を巡るなど、座学と実地学習を交えた講

座も過去数回行っています。回数を重ねてきたので、一旦は小休止していると

いうところです。

会⾧： ありがとうございました。今ご説明があったように、佐野には条件が揃って

いるかなということと、地域の歴史学者にご活躍していただいているというこ

とでした。他にありましたら。

家庭教育関係者 A： 本日はありがとうございました。私の下の娘が地域の幼稚園だっ

たので、お友達も佐野小校区の子が多くて、佐野公民館というとやはり「あそ

びや」のイメージがあり、いつも子どもの声が賑やかに聞こえるというイメー

ジです。様々な公民館を回らせていただくとそれぞれの地域性が出ていて、毎

回楽しみに見学させていただいています。NPO 法人との連携という点で、すご

く特徴的なところかなと思いました。せっかく定着してきているので、少しそ

の事業が減ってきているというのが最初残念かなと思いましたが、確かに、幼

稚園のお母さん達もお子さんを幼稚園に預けて働いている方が多かったり、４

時頃になるとなかなか一緒に遊びに行けなかったりという家庭も多い中で、や

はりライフスタイルがどんどん変わってきているんだなと感じました。そのよ

うな中で、定着していると毎年それを当たり前のようにやる定着の良さと、そ

のままでいいのかという原点回帰という言葉が沁みてきまして、時々のライフ

スタイルや地域の実情に合わせて見直すというのが必要なのかなと感じていま

した。また、プロフェッショナルな方でなくても、地域の中には本当に素晴ら

しい人材がいて、いるけれども自分ではなかなか言わなかったりすることもあ

ると思います。最初はちょっと恥ずかしいという思いもあったかと思いますが、

会話から人との繋がりということで、素晴らしい人材が地域の中にいるんだな

ということも、今日お話を聞いて改めて思いました。講座の講師というとプロ

の方というイメージですが、地域の中の方が、お母さんやお父さん、自分のお
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じいさんやおばあさんが講座の講師を務めてくれるというのが、本当に公民館

の良さかなと思います。

私も子どもの頃に小学校の近くの公民館で遊んで育ったので、何十年経って

も近くを通るだけで懐かしい思いがあります。そうした意味でも、何年経って

も心の拠り所として残っていくんだなと、公民館がそこに根付いている良さな

のかなと、お話を聞いていて思いました。

質問なのですが、小さなお子さんや小学生はたくさん来ると思いますが、そ

の経験を踏まえて、中高生が何かボランティアや行事で参加したりなど、中高

生との繋りというのがどうなっているのかお聞きできればと思います。

会⾧： お願いします。

佐野公民館主事： ご質問ありがとうございます。その部分につきましては、まだまだ

弱い部分がありまして、今年度事業の中央公民館との連携講座で、中学生が考

える脱出ゲームという内容で社会教育関係者 A に大変お世話になりました。３

日間の講座のうち、最終日を佐野公民館で実施しましたが、佐野小学校出身の

中学生や他の校区の中学生もいましたが、そうした関りに今回初めて踏み出す

ことができたという点で、中学生が事業に参加するというのは初めての経験で、

非常に新鮮に思いました。個々とのやり取りという部分では過去あったかもし

れませんが、やはり組織的な活動という部分ではまだまだ力量不足で、届いて

いないというのが現状です。

パッケージ化されたものとしては、昨年度からようやく、全く接点のなかっ

た佐野中学校とやるベンチャーというものを通じて接点を持つことになりまし

た。定型化されたものではありますが、そうしたものを受け入れるという発想

もなかったですし、中学校側も、公民館が受け入れてくれると思わなかったと、

お互いが思い込みをしていたところがあり、快く受け入れましょうということ

で受け入れをし、今後も受け入れをして、そうした中学生の今の声も聞いてい

きたいと思います。

会⾧： 小学生の行事をどう中高生に繋げていくかということで、名前も出ましたの

で社会教育関係者 A、いかがでしょうか。

社会教育関係者 A： 先ほど少しお話もありましたが、取組みとすると中学生・高校生

が３日間かけて脱出ゲームを企画して実践するという取組みで、中央公民館の

講座として３年前から行っています。地区の公民館で３日目に実際に地区の小

学生を読んで脱出ゲームを体験していただくという取組みですが、１年目は東
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公民館、２年目は六郷公民館、今年度が佐野公民館でやらせていただきました。

地区の公民館で行うと、やはり今回も２人くらい佐野中学校の生徒さんが参加

してくれたり、地区の公民館ですと昔この公民館を使っていたからよく知って

いるよ、という子もいたりするな、という感じですかね。

会⾧： はい。小学校の頃に利用していたので、中学校になっても親しみがあるとい

う、子ども自体がそんな感想を持っていますという説明だったかと思います。

他にございますでしょうか。

今回、公募委員 B は、子ども劇場で実際佐野公民館で活動されているという

ことですので、ご様子をお話いただけますか。

公募委員 B： もう１人のスタッフと、佐野地区は公園が少なく、遊ぶ場所も少なくて、

昔は近所の公園に行けば集団で遊べたり、子ども同士が自然と関わって遊べる

場所というのがなかなか見つからないという話をしていました。

小学校の目の前に公民館があるので、これは！というので相談をして「佐野

あそびや」がスタートしました。その時、私の子ども達もちょうど１年生と４

年生で在学していたので動きやすく、我が子を取り込み、お友達を取り込みな

がらという形でやらせてもらって、今は子ども達は高校・中学となっています

が、子どもが成⾧しても場所はあるというか、子どもが変わっても積み重ねて

いる空気感は壊れていないというのは、この７年間毎週やっていて伝わってき

ています。中学校の PTA もやっていますが、子ども達が大きくなっても私の顔

を覚えていてくれたりとか、その繋がりは壊れていないんだなと伝わってくる

日々です。今でも声をかけてくれる関係性というのは、こうした居場所があっ

たからこそ作れたのかなと、それは私だけでなく他の保護者達にとっても、そ

うした関係性はできているのではないかと思います。

これで保護者同士の横の繋がりもできたので、他の育成会の方にも声をかけ

てもらったりして、小さな遊びを育成会のお祭りに出してみませんか、という

地域同士の繋がりもできているような状態です。居場所が他の町内にも派生し

ていると実感しています。

会⾧： 子どもを通して活動しているところが、積み重なって親の繋がりに発展して

いる、さらには地域にも、そんな繋がりの実感ということでしょうか。よく歴

史とか伝統とか言われますが、その一端なのかなと、それが今の説明なのかな

と私はお聞きしました。

ということで、佐野公民館に関わる地域人材、地域には立派なノウハウを持

った人、さらには知恵を持った人がいて、それが上手に発揮されているんです
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よ、というような形で話が推移していると思います。

感想も含めて他にございましたら、お願いします。

社会教育関係者 A： 子ども劇場さんへの質問となってしまうかもしれませんが「あそ

びや」は毎週のようにやられていると思いますが、運営費とか、そうしたもの

は公民館の方で負担されているのでしょうか。コスト面で、事業報告書を見る

と毎回２名から４名程度出しているようですが。

公募委員 B： 子ども劇場はボランティア団体のため、運営費は子ども劇場で「あそび

や」という予算を組んでいまして、使う時はそこから出しています。

社会教育関係者 A： 公民館の予算で何か、というわけではないのですね。

公募委員 B： はい。

会⾧： ありがとうございました。ということですが、学識経験者 A、何かございます

か。

学識経験者 A： 少し違うかもしれませんが、今年の話ですが、地域の区⾧さんから頼

まれて、地域の中学生の子ども達に町内の歴史などについて話をしてほしいと

いうことでした。区⾧さんからの依頼で、中学校から区⾧へ話が行って、中学

１年生を地域が受け入れて、その子ども達に何か話をしてほしいということで

した。自宅の前が地域の公民館のものですから、そこで３０名ほど中学１年生

が集まり、話をしました。地域の区⾧さんが比較的若かったのですが、ほとん

どの区⾧さんが、私が学童保育をやっているのですが、その最初の頃の保護者

が、地域のほとんどの区⾧や民選委員など地域で色々なことをやっているので、

いい仕事をしたなと自分を褒めているところです。

自分が住んでいる場所は新しく住む人達が非常に多く、私は生まれた時から

住んでいるので色々なお話ができたわけですが、終わったら大人の人達が「私

達も知らなかったから、今度は大人への講義をしてほしい」と言われ、今度話

すことになっています。学校と、地域と、そして地域の人達との連携というか

繋がりというものが、すごくこれから必要じゃないかなと。大人の人材を発掘

することと同時に、大人の人達のそういう面の勉強会を行うことが、地域の大

きな力になっていくのではないかなというのが、今回一番感じたことです。こ

の地域も、人口が一番増えている所ですから、人口が増えるということは今の

時代、新しい人がそこに移動してくる以外増えることは無いですから、新しい
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人たちができるだけ地域の中に溶け込むような施策をやる、学校と地域が結び

ついて、地域が学校に働きかける、学校がまた地域に働きかけるという関係が

できると、地域づくりが違った面から豊かになっていくのではないかなと、先

日の自分の体験から感じました。以上でございます。

会⾧： 中学校からお話の依頼がありました、そしてそれは区⾧さんが関わっていて、

大人が学ぶ場所に発展したという、素敵な体験談のお話をありがとうございま

した。他にありますでしょうか。

無ければ、他に今日の公民館の施設ですとか、何かありましたら事務局や直

接公民館にお問い合わせいただければと思います。

議事は以上となりますので、これで議⾧の座を下ろさせていただきます。

報告・連絡事項

（１）副会⾧提供資料について

（２）生涯学習フェスティバルの開催について

（３）前回審議会の会議録について

閉会

事務局： 以上をもちまして、本日の審議会を終了いたします。ご協力ありがとうご

ざいました。


